
症例の発表ならびに投稿時における個人情報等の保護に関する指針	

	

	 歯科医療を実施する際に、患者の個人情報の保護は医療者に求められる重要

な責務である。一方、歯科医学研究における症例報告は、歯科医学・歯科医療

の進歩に大きく貢献しており国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たして

いる。発表ならびに投稿時における症例報告では、特定の患者に関する情報が

多いためプライバシーに留意しなければならない。	

	 そこで当学会の発表ならびに投稿時においては、下記の指針を遵守し、患者

の個人情報の保護に努めなければならない。	

	

症例の発表ならびに投稿時における個人情報等の保護に関する指針	

	

１．患者個人の特定が可能な氏名、生年月日、診療録、イニシャルならびに	

	 	 呼び名等は記載しない。	

２．患者の住所は記載しない。	

３．日付は、臨床経過を知る上で重要であるが、年月までの記載にとどめる。	

４．他の情報と診療科名等を照合することで患者が特定される場合は、この情	

	 	 報を記載しない。	

５．すでに他院などで診断・治療などを受けている場合、その施設名ならびに	

	 	 所在地を記載しない。ただし、救急医療などで搬送元の情報が不可欠の場	

	 	 合はこの限りではない。	

６．顔貌写真を提示する際には目など個人の特定に繋がる部位は隠す。	

７．症例を特定できる検査情報等に含まれる番号などは削除する。	

８．以上の配慮をしても、個人が特定される可能性の有る場合は、発表に関す	

	 	 る同意を患者本人（または遺族か代理人、小児では保護者）から得る。	

９．前項の手続きが困難な場合は、当学会の倫理利益相反委員会に相談する	

	 	 ことが望ましい。	

	



症例の発表ならびに投稿時における個人情報等の保護に関する指針 
	

患者：臨床 歯周子（S.R.)	
	
　　　　47歳(女性）	
	
生年月日：1971年1月1日	
	
カルテ番号：　4321	
	
初診：2108年4月1日	
	
主訴：歯がぐらつく	
	
	

不可　×	

患者：A子	
	
　　　　47歳（女性）	
	
　　　　1971年生まれ	
	
	
初診：2108年4月	
	
主訴：歯がぐらつく	
	
	

可　○	



症例の発表ならびに投稿時における個人情報等の保護に関する指針 
	

不可　×	 可　○	

2108年4月1日	 2108年4月	カルテNo.4321	



症例の発表ならびに投稿時における個人情報等の保護に関する指針 
	

不可　×	 可　○	

測定日：2108年4月1日	 測定：2108年4月	



症例の発表ならびに投稿時における個人情報等の保護に関する指針 
	

不可　×	 可　○	

顔貌写真	 顔貌写真	
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